
北九州市立新門司老人福祉センター運営規定 
 

 
（事業の目的） 
第１条 北九州市立新門司老人福祉センター（以下、本施設）は、高齢者に関する各種の
相談に応ずるとともに、高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーショ
ンのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設とする。 

 
（事業の実施） 
第２条 本施設のサービスの提供にあたっては、前条の事業の目的に沿い、次の事業を行
う。 
 （１）高齢者からの各種の相談を行う。 
 （２）健康の増進、教養の向上に資する各種レクリエーションを計画的に実施する。 
 （３）その他、必要に応じてイベント等の事業を行う。 
 
（事業所の名称等） 
第３条 名称及び所在地は、次のとおりとする。 
（１） 名 称 北九州市立新門司老人福祉センター 
（２） 所在地 福岡県北九州市門司区新門司三丁目５番 
 
（組織） 
第４条 本施設に、所長、次長及びその他の職員を置く。 
 
（管理責任者） 
第５条 本施設の管理責任者は、所長とする。ただし、所長に事故があるとき、または所
長が欠けたときは、次長がその職務を代理する。 

 
（営業日及び営業時間） 
第６条 本施設の営業日及び営業時間は、北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する
条例施行規則（昭和４７年規則第２７号）第２条に規定するとおりとする。ただし、市
長が特に必要があると認めるときは、営業日又は営業時間を変更することができる。 

 
（暴力団排除に関する取り扱い） 
第７条 暴力団員による不当な行為等の防止に関する法律（平成３年法律第７７号）第２
条第２項に規定する暴力団について、その利用を許可しないものとする。 

 
（その他運営に関する留意事項） 
第８条この規定に定める事項の他、本施設の運営に関する事項は、北九州市が定める。 
 
 
 
   付 則 
 この規定は、平成１５年４月１日から施行する。 
   付 則 
 この規程は、平成２３年７月２１日から施行する。 


